
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飲食店・百貨店等の不特定多数の方が利用する建物や 
病院・福祉施設等の一人で避難することが難しい 
方が利用する建物です。（特定防火対象物） 
 

 

建物に義務付けされた消防用設備 
（屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は 
自動火災報知設備）が設置されていない重大な消防法令違反です。 
 

 

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から 
１４日を経過してもなおその違反が認められる場合に公表します。 
また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。 
 

 

南那須地区広域行政事務組合消防本部のホームページへ掲載します。 
 

 

①建物の名称 ②建物の所在地 ③違反の内容 等です。 
 

 

 

■ 南那須地区広域行政事務組合消防本部 予防課 📞 0287‐83‐8802 

■ 南那須地区広域行政事務組合 那須烏山消防署 📞 0287‐82‐2009 

■ 南那須地区広域行政事務組合 那珂川消防署 📞 0287‐92‐2800 
  

 

建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手
し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に

確認した重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。 

 南那須消防本部 


